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第２４２号 （令和４年４月２０日発行） 

５月は「自転車月間」です！ 改めて見直しておきたい企業の自転車管理 

◆増えている自転車の業務利用 

 ご存じですか、５月は「自転車月間」です。 

 新型コロナウイルスの影響により、「運動不足解消のため」「満員電車の密を避けるため」「在宅

の時間が増え、近所で用事を済ませるようになったため」などを理由に、自転車利用が増えています。

政府も積極的な自転車利用を推進しているところであり、自転車の通勤や業務での利用を認めるよう

になったという企業も多いのではないでしょうか。 

 一方、自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が高額の損害賠償を命じられ

る判決事例も、近年、相次いでいます。業務中・通勤途上の自転車事故については、使用の実態や事

故発生時の状況により会社責任が問われることもあり、注意を要します。 

◆「保険加入」の確認、できていますか？ 

 特に注意して確認したいのは、自転車保険等への加入です。 

 被害者救済の観点から自転車保険等への加入促進を図るため、自転車活用推進本部（本部長：国土

交通大臣）では「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例」を作成・通知して、条

例による自転車保険等への加入義務づけを要請しており、令和３年４月１日現在、自転車保険等への

加入について、義務とする条例が 22都府県、努力義務とする条例が 10道県で制定されています。 

 たとえば東京都では、自転車の利用者に対し、対人賠償事故保険への加入が義務化され、あわせて、

自転車を業務で使用する事業者にも同様の義務が課されました。また、自転車を通勤に利用する従業

員がいる事業者にも、自転車通勤者が保険に加入していることを確認する努力義務が課されています。 

◆リスク管理のために 

自転車の業務利用を許可制としている会社は多いと思われますが、許可に

際して、対人賠償事故保険に加入しているかを確認することは、リスク管理

上、必須といえます。許可基準として、「通勤／業務に使用する自転車に関

する事故につき、損害賠償責任の保険金額が無制限の保険を契約しているこ

と」などが設けられているか、確認しましょう。 

 

           ☆☆☆☆☆ フォルテ労務より ☆☆☆☆☆         

 桜の季節も過ぎ、５月の連休も近づいてきました。当事務所も社有車が５台以上ありましたので、

安全運転管理者を任命し、交通安全協会に登録申請しました。４月からアルコールチェック（現在は

管理者が目視して確認し、記録する方法、１０月からはアルコール検知器によるチェック）が必要に

なりました。 

左 中央：山梨県笛吹川フルーツ公園（３月２７日撮影） 

右：  ：笛吹川フルーツ公園の近くにある「ほったらかし温泉」                                        


